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Ⅴ．特記事項 

1．医療系学部の充実と大学間連携 

本学は建学の精神である「国家・社会に貢献できる人材の育成」に基づき、教育基本法

および学校教育法に従い、社会に貢献できる有為な人材を育成することを目的とする。ま

た学則第 1 条に、「本学は、教育基本法並びに学校教育法に準拠し、広く知識・教養を授

けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、平和社会の発展と福祉に貢献することので

きる社会に有為な人材を育成することを目的とする」と定めている。本学では、「修文イ

ノベーション ”医療系大学への進化“」をスローガンに医療系学部を充実している。本学

では、看護学部看護学科、医療科学部臨床検査学科、健康栄養学部管理栄養学科により、

看護師、保健師、臨床検査技師、管理栄養士の養成を行い、地域医療の発展に貢献してい

る。 
本学では名古屋大学医学部・大学院医学系研究科と連携協定を締結しており、人材育成、

共同研究、人材の交流などを推進している。人材育成として、名古屋大学医学部附属病院

で看護学部の臨地実習、医療科学部の臨地実習、健康栄養学部の管理栄養セミナーを実施

している。共同研究として、日本医療研究開発機構（AMED）による「カルバペネマーゼ

等産生多剤耐性菌を抑制する阻害物質および抗菌性物質の探索」などを実施している。人

材交流として、とくに医療科学部の教員には名古屋大学医学部教授経験者および名古屋大

学医学部出身者が多く配置されている。今後、さらに名古屋大学医学部との連携を進め地

域医療の発展に貢献していく。 
 
 


